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市・都民税の申告は市役所で受け付けますので、以下の①～④をご覧の上、
申告の準備をお進めください。所得税及び復興特別所得税の確定申告などは
東村山税務署で受け付けます。

なお、申告期間中に限り、簡易な確定申告を市役所で受け付けますが、窓
口に限りがあるため、お待ちいただくことがあります。

問合せ　課税課市民税係

市・ 都 民 税
の申告受付が始まります

申告期間は２月17日㈪～３月17日㈪

① 私 は 申 告 が 必 要 ？

②いつ、どこで受け付けているの？

③ 何 を 持 っ て い け ば い い の？
④ 税 制 改 正 に 伴 う 変 更 事 項

Ⓒ給与・年金の平成 25 年分源泉徴収票
Ⓐ市・都民税申告書

Ⓑ印鑑・筆記用具
Ⓓ控除額証明書

早分かりフローチャート

市・都民税の申告が
必要です

市・都民税の申告が
必要です

市・都民税の申告の
必要はありません

いいえ

はい

いいえ

税務署で確定申告を
しますか？（※２）

はい

源泉徴収票に記載さ
れた内容の他に、追
加する控除（社会保
険料や寡婦など）が
ありますか？

１月１日に住んでい
た市区町村へお問い
合わせください

市・都民税申告の受付場所と日程
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で
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場所（☆は早期受付） 期間 受付時間
☆松山地域市民センター ２月３日㈪・４日㈫

午前９時～ 11 時
午後１時～４時 30 分

☆竹丘地域市民センター ２月５日㈬・ ６日㈭
☆野塩地域市民センター ２月７日㈮・10 日㈪

☆生涯学習センター ２月 12 日㈬～ 14 日㈮

☆男女共同参画センター
（確定申告のみ） ２月 12 日㈬・13 日㈭

午前９時 30 分～
11 時 30 分
午後１時～４時 30 分

市役所 ２月 17 日㈪～３月 17 日㈪ 午前９時～ 11 時
午後１時～４時 30 分

扶養に入っていない方の場合、申告は介護保険料や国民健康保険税の
軽減などに必要な、算定の基礎資料となるためです。

寡婦（夫）の方や障害者手帳をお持ちの方で所得が 125 万円以下の方
は、申告すると市・都民税が非課税となります。

支払者から１
月末までに渡さ
れます（年金の
場合は郵送され
ます。年金振込
通知書とは異な
るので、ご注意
ください）。
※一度お預かり
したら、原則返
却できません。

申告書は、昨
年市・都民税の
申告をした方な
どに１月下旬に
郵送します。必
要事項をご記入
の上、持参（郵
送 ）してくだ さ
い。申告書が送
付されない方に
は、市役所で配
布します。

ボールペンな
どの筆記用具を
ご 用 意 く だ さ
い。なお、印鑑
は認印でも可能
です。

■所得がない方でも申告が必要な理由は…

■市・都民税が非課税になることも

■申告書郵送方法
必要書類を同封し、清瀬市課税課へ
郵送してください。控えの返送をご
希望の場合は、切手を貼った返信用
封筒も同封してください。

※イラストは日本年金
機構発行の見本。

※１　同一世帯の扶養に入っている方でも、都営住宅の審査関係などで所得金額が
　　　記載された非課税証明書を請求する場合は申告が必要です。
※２　確定申告が必要かどうかは、東村山税務署へお問い合わせください。（詳し
　　　くは１月１日号を参照）

収入は、給与または
年金だけですか？

同一世帯の方の扶
養となっていまし
たか？

勤務先から清瀬市に
給与支払報告書が提
出されていますか？

平成 25 年１月１日
～ 12 月 31 日に収入
がありましたか？

平成 26 年１月１日
現在清瀬市に住所が
ありましたか？

スタート
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ ( 他の所得あり )

（※１）

はい

はい

はい

はい

はい

（年金）

はい
（給与）

いいえ ( 遺族年金・
　　　　障害年金のみも含む）

①国民健康保険税②後期高齢者医療保
険料③介護保険料の支払金額が分から
ない場合、①②は保険年金課、③は高
齢支援課で支払額の確認書を発行して
います。

◆ 給 与 所 得 控 除 の 見 直 し

給与収入額（A） 給与所得金額
1000 万円～ A × 0.95 － 170 万円

1000 万円～ 1500 万円未満 A × 0.95 － 170 万円
1500 万円～ A － 245 万円

変更前

変更後

◆給与所得者の特定支出控除の見直し

　平成 25年以降、１年間の給与収入が 1,500 万円を超える場合の給与所
得控除について、245 万円の上限が設けられました。よって計算式は下
記のようになります。

①特定支出の範囲が拡大
次に掲げる支出が追加されました。
☆弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費
☆職務の遂行に必要な図書の購入費・職場で着用する衣服の被服費・交際
費（上限 65万円）
②特定支出控除の計算方法の見直し

（改正前）
特定支出－給与所得控除額＝特定支出控除

（改正後）
給与収入 1,500 万円以下：特定の支出－給与所得控除額の２分の１＝特
定支出控除
給与収入 1,500 万円超：特定の支出－ 125 万円＝特定支出控除
◆公的年金受給者における寡婦（夫）控除申告について

　公的年金受給者で寡婦（夫）に該当する方のうち、平成 25年 10 月に
年金支払者から送付された扶養親族等申告書の「寡婦（夫）」欄に丸印を
付けて提出した方は、他に控除の追加を希望しなければ申告書の提出は必
要なくなりました。

平成 25 年中に支払った社会保険料
・生命保険料の証明書や領収書（源泉
徴収票に記載があれば不要）、医療費
の領収書（合計額を封筒に封入）、障
害者手帳などをご用意ください。
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